
 

 

平成１９年度全国安全週間実施要綱  
 

１ 趣 旨  
全国安全週間は、昭和３年に初めて実施

されて以来、「人命尊重」という崇高な基

本理念の下、「産業界における自主的な労

働災害防止活動を推進するとともに、広く

一般の安全意識の高揚と安全活動の定着

を図ること」を目的に、一度も中断するこ

となく続けられ、本年で８０回目を迎える。 

さて、我が国の労働災害による被災者数

は、労災保険新規受給者数が年間約５５万

人に上っており、死亡者数についても平成

１８年は減少が見込まれているものの、今

なお、約１，５００人に及ぶ尊い命が労働

の場で失われている。また、休業４日以上

の死傷災害や、一度に３人以上の労働者が

被災する重大災害が、平成１８年において

は前年に比べ増加する見込みである。 

この背景として、最近の景気回復による

業務の繁忙化等により、安全に関する人材

の確保が困難となっていることや、未熟練

労働者に対する安全教育が不十分となっ

ていること、事業者の安全への意識が不十

分であること等から事業場において安全

管理が低調となっていることが考えられ

る。さらに今後、団塊の世代の労働者が大

量に退職することにより、各事業場におけ

る安全に関するノウハウが十分に継承さ

れないことが危惧されるところである。 

このような中、職場の安全を確保し、労

働災害の減少を図るためには、経営トップ

が率先して、職場における安全に対する意

識や取組を再度確認し、危険性又は有害性

等の調査（リスクアセスメント）やその結

果に基づくリスク低減措置の実施をはじ

め安全管理活動を充実・強化することが重

要である。また、そのために事業者、労働

者がそれぞれの役割を果たし、組織が一丸

となって取り組むことが不可欠である。 

このような観点から、平成１９年度の全

国安全週間は、 
 

「組織で進めるリスクの低減 

今一度確認しよう安全職場」 
 

をスローガンとして展開することとする。 

この全国安全週間を契機として、それ

ぞれの職場において、労働災害防止の重

要性について認識をさらに深め、安全活

動の着実な実行を図ることとする。 
 

２ 期 間 

 ７月１日から７月７日までとする。 

 なお、本週間の実効を上げるため、６月１

日から６月３０日までを準備期間とする。    
 

３ 主 唱 者  

 厚生労働省、中央労働災害防止協会  
 

４ 協 賛 者 

建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送

事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業

労働災害防止協会、林業・木材製造業労働

災害防止協会、鉱業労働災害防止協会 
 

５ 協 力 者  

 関係行政機関、地方公共団体、安全関

係団体、全国安全会議、地方安全会議、

労働組合、経営者団体 
 

６ 実 施 者  

 各事業場  
 

７ 主唱者、協賛者の実施事項 

(1) 安全広報資料等の作成、配布を行う。  

(2) 新聞等を通じて広報を行う。  

(3) 全国安全週間地方大会、安全講習会

等を開催する。  

(4) 安全に関する作文、写真、ポスター、

標語等の募集を行う。  

(5) 「国民安全の日」（７月１日）の行

事に協力する。  

(6) 事業場の実施事項について指導援助

する。  

(7) その他「全国安全週間」にふさわし

い行事等を行う。  
 

８ 協力者への依頼 

 主唱者は、上記７の事項を実施するた

め、協力者に対し、支援、協力を依頼す

ること。 
 

９ 実施者の実施事項 

 安全水準のより一層の向上を図るため、

計画的、継続的な安全管理の定着を目指

して、各事業場においては、次の事項を

実施する。 

(1) 本週間に実施する事項 

ア 経営トップは安全について所信を明

らかにするとともに、自らが職場の安

全パトロール等を行い、安全について

従業員への呼びかけを行う。  

イ 今後の安全の進め方について考える

職場の集い等を催し、関係者の意志の

統一、安全意識の高揚等を図る。  

ウ 安全旗の掲揚、ポスター、標語等の

掲示、安全関係資料の配布等を行う。  

エ 安全表彰を行う。  

オ 安全についての改善提案の募集及び

発表を行う。  

カ 安全についての作文、写真、ポスタ

ー、標語等の募集及び発表を行う。  

キ 安全に関するビデオ、映画、スライ

ド等の映写会、講演会等を開催する。  

ク 労働者の家族に対し、安全について

の文書の送付、職場見学等を行い、家

族の協力を求める。  

ケ 緊急時の措置について必要な訓練を

行う。  

コ その他本週間にふさわしい行事を行う。  

(2) 準備期間中に実施する事項 

以下の事項について安全活動に係

る総点検を行い、安全活動の定着と安

全水準の向上を図ること。 

ア 安全管理体制の確立と安全管理活動

の活性化 

(ア) リスクアセスメントの推進 

「危険性又は有害性等の調査等に関

する指針」、「化学物質等による危険性

又は有害性等の調査等に関する指針」、

「機械の包括的な安全基準に関する指

針」に基づくリスクアセスメントとその

結果に基づく安全対策の実施 

ａ 経営トップによる統括管理、安全

委員会の活用等を通じた労働者の参

画等による実施体制の確立  

ｂ 危険性又は有害性の特定、負傷等の重

篤度及びそれらが発生する可能性の度

合を考慮したリスクの見積りの実施  

ｃ リスク低減措置の検討及び実施  

 (イ) 労働安全衛生マネジメントシステ

ムの確立をはじめとした自主的な安

全管理活動の促進  

ａ 経営トップの安全に対する基本方針

の明確化及びこれに基づく目標の設定 

ｂ 「危険性又は有害性等の調査等に

関する指針」等に基づくリスクアセ

スメントとその結果に基づく安全対

策の実施（再掲）  

ｃ 事業活動と一体となった安全管理

計画の作成及びその実施、評価、改善  

ｄ 安全管理担当部門の職務、管理・

監督者の安全に関する責任と権限を

明確にした実効ある安全管理の規定

の整備とその運用  

ｅ システム監査の実施及びこれに基

づくシステムの見直し  

(ウ) 職場巡視、危険予知、安全提案制度、

ヒヤリ・ハット対策等の日常的な安全

活動の充実・活性化  

(エ) 安全に係る知識や労働災害防止のノ

ウハウの着実な継承  

(オ) 総括安全衛生管理者、安全管理者又

は安全衛生推進者の選任、安全委員会

の設置等安全管理体制の整備並びにそ

の活動の活性化  

(カ) 労働安全コンサルタント等の外部の

専門家を活用した安全診断の実施  

(キ) 建設業における安全管理活動の定着 

ａ 元方事業者、関係請負人が一体とな

って安全管理を推進する体制の確立  

ｂ 店社安全衛生管理者等による現場

に対する指導、援助体制の確立  

ｃ 足場先行工法、手すり先行工法の活

用等による墜落災害防止対策の徹底  

ｄ 土止め先行工法の活用等による土

砂崩壊災害防止対策の徹底  

ｅ 建設機械貸与者等との連携の促進  

ｆ 建設工事に従事する労働者に対す
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る教育等の安全教育の実施の促進  

ｇ 危険再認識教育の実施の促進  

ｈ 安全施工サイクル活動の実施の促進  

 (ク) 製造業における安全管理活動の定着 

ａ 構内下請事業場に対する連絡調整

の実施等混在作業による労働災害防

止を図るための安全管理の推進  

ｂ 「機械の包括的な安全基準に関す

る指針」に基づくリスクアセスメン

トとその結果に基づく安全対策の実

施（再掲）  

ｃ 定期（特定）自主検査、機械設備

のライフサイクルと整合した計画的

な点検整備の実施  

ｄ 危険業務発注時における危険情報

の確実な伝達・提供  

ｅ 構外系列事業場における安全活動

の活性化のための指導、援助の実施  

イ 安全作業マニュアルの整備、定期的

な見直し 

(ア) 機械設備の運転操作、運搬等の定常作

業に係る安全作業マニュアルの整備  

(イ) 修理、点検、トラブル処理等の非定常

作業に係る安全作業マニュアルの整備  

(ウ) 機械化、自動化、新原材料の導入等

に伴う作業マニュアルの整備  

(エ) 産業用ロボット、自動搬送機械設備

等の作業マニュアルの整備  

(オ) 建設機械、クレーン等の安全な作業

計画の確立  

(カ) 作業マニュアルの定期的な見直し及

びその徹底のための教育訓練の実施  

ウ 職業生活全般を通じた各段階におけ

る安全教育の実施 

(ア) 安全教育計画の樹立と効果的な安全

教育の実施  

(イ) 雇入れ時及び作業内容の変更時の安

全教育の充実・徹底  

(ウ) 危険体感教育の実施  

(エ) 事業場における安全教育担当者の養

成  

(オ) 安全管理者等に対する能力向上教育

の実施  

(カ) 危険業務従事者等に対する安全教育

の実施  

(キ) 就業制限業務、作業主任者を選任す

べき業務における有資格者の充足  

エ 作業者の安全意識の高揚 

 (ア) 災害事例の分析、具体的な災害防

止対策の樹立及びその周知徹底  

(イ) 職場巡視、危険予知、安全提案制度、

ヒヤリ・ハット対策等の日常的な安

全活動の充実・活性化（再掲）  

(ウ) 安全委員会等を通じた職場の安全問

題への参画の促進  

(エ) 「安全の日」等の設定  

(オ) 安全についてのポスター、標語等の

募集・掲示  

(カ) 作業を直接指揮する優良な職長等の

顕彰等の実施  

(キ) 家庭に対する安全の協力の呼びかけ

の実施  

オ 爆発・火災災害防止対策の推進 

 (ア) 「化学物質等による危険性又は有

害性等の調査等に関する指針」に基

づくリスクアセスメントとその結果

に基づく安全対策の実施（再掲）  

(イ) 化学設備の定期自主検査の計画的な

実施  

(ウ) 化学設備の改造、修理等の作業の注

文者による文書等の交付等、工事発注

者と施工工事業者との連携等の実施  

(エ) 化学物質等安全データシート（ＭＳＤ

Ｓ）等による化学物質等の危険有害性

等に関する情報の提供及び活用の促進  

カ 交通労働災害防止活動の推進 

(ア) 管理体制の確立  

(イ) 適正な労働時間等の管理及び走行管

理  

(ウ) 交通労働災害防止担当管理者、運転

者等に対する教育の実施  

(エ) 交通労働災害防止に対する意識の高

揚等  

キ 高年齢労働者の安全対策の推進 

 (ア) 若年労働者と高年齢労働者が混在

して同じ作業に従事することを前提

とした対策の実施  

(イ) 機械設備等作業環境の改善  

(ウ) 作業方法、作業配置等の改善  

(エ) 作業手順の確立及び適切な作業指揮

の実施並びに安全教育の実施  

ク 派遣労働者の安全対策の推進 

 (ア) 派遣先における派遣労働者の安全

確保措置の実施  

(イ) 派遣元における派遣労働者の安全確

保措置の実施  

ケ 労働時間等労働条件の適正化の推進 

コ 快適な職場環境の形成の推進 

サ 労使による自主的な安全活動の充実  
 

７月は林材業労働災害防止強化月間です  
 

林 材業リスクアセスメントを進めよう！  

 明るく快適な 無災害職場は  ミーティング と 点検から  
 

〔木材・木製品部会構成団体〕 

    名     称   電   話   Ｆ Ａ Ｘ 

(社) 全 国 家 具 工 業 連 合 会 03－5645－8547 03－5645－8928 

全 国 建 具 組 合 連 合 会 03－3252－5340 03－3252－5330 

全国天然木化粧合単板工業協同組合連合会 03－3501－4021 03－3501－4021 

全 国 木 材 チ ッ プ 工 業 連 合 会 03－5478－6781 03－5478－6760 

日 本 合 板 工 業 組 合 連 合 会 03－3591－9246 03－3591－9240 

日 本 集 成 材 工 業 協 同 組 合 03－3434－6527 03－3434－6547 

日 本 フ ロ － リ ン グ 工 業 会 03－3643－2948 03－3643－2990 

日  本  複  合  床  板  工  業  会 03－3643－2948 03－3643－2990 

日 本 木 材 防 腐 工 業 協 同 組 合 03－3584－0913 03－3584－6810 

(社) 全 国 木 工 機 械 工 業 会 03－3433－6511 03－3433－6513 

林業・木材製造業労働災害防止協会 03－3452－4981 03－3452－4984 

(社) 全 国 木 材 組 合 連 合 会 03－3580－3215 03－3580－3226 

   事務局：〒100－0014 東京都千代田区永田町２－４－３ 永田町ビル６階   

(社)全国木材組合連合会   ＵＲＬ  http://www.zenmoku.jp 


